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国立大学法人和歌山大学科学研究費助成事業事務取扱規程 

制  定 平成 ８年 ６月 ７日 

最終改正 平成２５年 ２月２２日 

（趣旨） 

第１条 国立大学法人和歌山大学（以下「本学」という。）における科学研究費補助金及び

学術研究助成基金助成金（以下「科研費」という。）の事務の取扱いについては，補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号），同施行令（昭

和３０年政令第２５５号），独立行政法人日本学術振興会法（平成１４年法律第１５９号），

科学研究費補助金取扱規程（昭和４０年文部省告示第１１０号），独立行政法人日本学術

振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領（平成１５年規程第１７号），

独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要項（平

成２３年規程第１９号）その他法令等に定めがあるもののほか，この規程の定めるところ

による。 

（定義） 

第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 「部局」とは，本学組織規則に定める学部及び附属機関をいう。 

（２） 「部局長」とは，前号の部局の長をいう。 

（３） 「直接経費」とは，助成事業（科研費の交付の対象となる事業をいう。）の遂行

に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。 

（４） 「間接経費」とは，補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費をいう。 

（５） 「研究代表者」とは，科研費による研究の遂行をする研究組織を代表し，研究計

画の取りまとめを行うとともに，研究の推進に関し責任を持つ者をいう。 

（６） 「研究分担者」とは，科研費による研究の遂行をする研究組織に属し，当該研究

分担の一部を担当する者をいう。 

（７） 「研究代表者等」とは，研究代表者及び研究分担者をいう。 

（応募資格者） 

第２条の２ 本学に所属する者のうち，科学研究費助成事業の応募時点において研究活動を

行うことを職務に含む者及び研究活動に実際に従事している者（研究の補助は除く。）で，

次に掲げる者を科学研究費助成事業の応募資格の要件を有する者（以下「研究者」という。）

とする。 

（１） 役員 

（２） 本学の教員及び教務職員 

（３） 所属する部局長が認めた本学名誉教授及び客員教授（客員准教授を含む。） 

（４） 所属する部局長が認めた特任教員及び研究支援員 

（本学が行う事務） 

第２条の３ 本学は，研究者が交付を受ける科研費について次の事務を行う。 

（１） 研究者に代わり，科研費（直接経費）を管理すること。 

（２） 研究者に代わり，科研費（直接経費及び間接経費）に係る諸手続を行うこと。 

（３） 研究者が直接経費により購入した設備，備品又は図書（以下「設備等」という。）
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について，当該研究者からの寄付を受け入れるとともに，当該研究者が他の研究機

関に所属することとなる場合には，その求めに応じて，これらを当該研究者に返還

すること。 

（４） 研究者が交付を受けた間接経費について，当該研究者から譲渡を受け入れ，これ

に関する事務を行うとともに，当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場

合には，直接経費の残額の３０％に相当する額の間接経費を当該研究者に返還する

こと。 

（経理の委任） 

第３条 学長は，経理事務の総括を財務課長に委任するものとする。 

（科研費の保管等） 

第４条 学長は，科研費の交付を受けたときは，財務課長に送金するものとする。 

２ 財務課長は，学長から科研費の送金を受けたときは，財務課長名義で銀行に預金するも

のとする。 

３ 研究代表者等は，直接経費に関して生じた利息を本学に譲渡するものとする。 

（科研費の経理等） 

第５条 科研費の執行に係る経理事務は，当該科研費の経理事務の取扱いによるほか，本学

の会計規則を準用するものとする。 

２ 科研費の執行に係る経理事務は，財務課において取扱うものとする。 

（支払手続） 

第６条 科研費は，決議書による決議を経て，支払うものとする。 

（帳簿） 

第７条 財務課長は，科学研究費助成事業収支簿を備え，科研費の受払の都度，記帳しなけ

ればならない。 

（設備等の寄付） 

第８条 研究代表者は，科研費により設備備品（図書を含む。）を取得した場合は，直ちに本

学に寄付しなければならない。 

第９条 削除 

（証拠書類の保管） 

第１０条 財務課長は，科研費の経理に係る関係書類を整理し，補助金分については科研費

の交付を受けた年度終了後５年間、基金分については補助事業期間終了後５年間、及び一

部基金分については全ての研究期間終了後５年間保管するものとする。 

（その他） 

第１１条 研究代表者に直接交付される科研費及びこの科研費のうち，研究分担者に配分さ

れる科研費並びに本学以外の研究代表者から本学の研究分担者に配分される科研費の経理

事務については，この規程に準じて取り扱うものとする。 

２ 削除 

３ 文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会以外の科学研究費補助金（これらに類する

政府の研究補助金を含む。）の経理事務の取扱いについては，当該科学研究費補助金取扱規

程その他の法令によるほか，この規程を準用する。 

（雑則） 
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第１２条 この規程に定めるもののほか，科研費の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

   附 則 

 この規程は，平成８年６月７日から施行し，平成８年４月１７日から適用する。 

   附 則（平成９年６月５日一部改正） 

 この改正規程は，平成９年６月５日から施行し，平成９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１０年４月１日一部改正） 

 この改正規程は，平成１０年４月９日から施行する。 

   附 則（平成１１年４月１日一部改正） 

 この改正規程は，平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１３年２月２８日一部改正） 

 この改正規程は，平成１３年２月２８日から施行し，平成１３年１月６日から適用する。 

   附 則（平成１３年３月３０日一部改正） 

 この改正規程は，平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１３年９月２５日一部改正） 

 この改正規程は，平成１３年９月２５日から施行し，平成１３年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１６年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１３０号） 

 この改正規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年９月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第３３７号） 

 この改正規程は，平成１６年９月２４日から施行する。 

   附 則（平成１９年４月２０日一部改正：法人和歌山大学規程第６３４号） 

 この改正規程は，平成１９年４月２０日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１９年９月２１日一部改正：法人和歌山大学規程第６６８号） 

 この改正規程は，平成１９年９月２１日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１９年１１月１日一部改正：法人和歌山大学規程第６８３号） 

 この改正規程は，平成１９年１１月１日から施行し，平成１９年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７６２号） 

 この改正規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１０５０号） 

 この改正規程は，平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年１０月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第１２１８号） 

 この改正規程は，平成２３年１０月２８日から施行し，平成２３年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年２月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第１３７５号） 

 この改正規程は，平成２５年４月１日から施行する。ただし、第１０条のうち補助金分及

び基金分については平成２３年４月１日、一部基金分については平成２４年４月１日から適

用する。 
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別紙第１号様式（削除） 

別紙第２号様式（削除） 

別紙第３号様式（削除） 

別紙第４号様式（削除） 

 


